
 

 

第４期群馬県教育振興基本計画策定懇談会（第１回）の開催について 

 

教育基本法第１７条第２項（平成１８年１２月２２日施行）に基づく第４期群馬県教育振

興基本計画の策定に当たり、広く県民、教育関係者、有識者等からの意見を聞くため設置し

た「第４期群馬県教育振興基本計画策定懇談会」の第１回会議を下記のとおり、開催します。 

なお、当日の議事については、非公開となることがあります。 

 

                                      記 

                                         

１ 日 時 令和５年３月２０日（月） １９：００～２１：００ 

 

２ 場 所 県庁舎２４階 教育委員会会議室 

 

３ 議事等 

（１）座長の選任 

（２）懇談会委員紹介 

（３）第４期計画策定の方向性について 

・策定方針、スケジュール等 

・本県関連計画及び第 3期教育振興基本計画（現行計画）の概要 

・国の次期教育振興基本計画 

（４）委員コメント  

（５）第１回外部ヒアリング 

テ ー マ：OECDラーニングコンパスについて 

話題提供者：田熊 美保 氏（OECD教育スキル局シニア政策アナリスト） 

 

【参考（関連法令）】 

○教育基本法〔平成１８年１２月２２日公布・施行〕 

第１７条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興

に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な

計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教

育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

令和５年３月１７日 
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